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秋
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県
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条
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１

秋
田
県
農
業
研
修
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
二
月
十
六
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
規
則
第
二
号

秋
田
県
農
業
研
修
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

秋
田
県
農
業
研
修
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
（
平
成
三
年
秋
田
県
規
則
第

三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
中
「
特
に
」
を
削
る
。

第
三
条
第
一
項
の
表
生
態
系
公
園
の
項
中
「
生
態
系
公
園
」
の
下
に

「
（
温
室
を
除
く
。
）
」
を
、
「
月
曜
日
（
」
の
下
に
「
そ
の
日
が
」
を
、

「
第
三
条
に
規
定
す
る
休
日
」
の
下
に
「
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
休

日
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
「
同
条
に
規
定
す
る
」
を
削
り
、
同
項
の
次

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
特
に
」
を
削
る
。

第
四
条
の
見
出
し
中
「
許
可
」
の
下
に
「
の
申
請
等
」
を
加
え
、
同
条
第

一
項
中
「
に
よ
り
」
の
下
に
「
使
用
の
」
を
加
え
、
「
農
業
研
修
セ
ン
タ
ー

使
用
許
可
申
請
書
（
様
式
第
一
号
）
」
を
「
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
申
請

書
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
、
セ
ン
タ
ー
」
を
「
、
条
例
第
二
条
各
号

に
掲
げ
る
施
設
及
び
設
備
」
に
改
め
、
「
そ
の
」
を
削
り
、
「
こ
と
が
で
き

る
」
を
「
も
の
と
す
る
」
に
改
め
る
。

第
七
条
中
「
農
業
研
修
セ
ン
タ
ー
研
修
申
込
書
（
様
式
第
二
号
）
」
を

「
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
申
込
書
」
に
改
め
る
。

様
式
第
一
号
及
び
様
式
第
二
号
を
削
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
八
年
九
月
二
十
九
日
（
号
外
第
五
号
）
公
布
秋
田
県
規
則
第
百
六

号
（
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
）

（
印
刷
誤
り
）

一
ペ
ー
ジ
上
段
終
り
か
ら
一
九
行
目
と
一
八
行
目
の
間
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
。

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

平
成
十
八
年
九
月
二
十
九
日
（
号
外
第
五
号
）
公
布
秋
田
県
規
則
第
百
七

号
（
秋
田
県
医
師
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
）（

印
刷
誤
り
）

二
ペ
ー
ジ
上
段
一
二
行
目
と
一
三
行
目
の
間
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

秋
田
県
医
師
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

規
　
　
　
　
　
　
則

生
態
系
公
園
（
温

室
に
限
る
。
）

一
　
月
曜
日
（
そ
の
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き

は
、
そ
の
日
後
に
お
い
て
そ
の
日
に
最
も
近

い
休
日
で
な
い
日
）

二
　
一
月
一
日
か
ら
同
月
三
日
ま
で
及
び
十
二

月
二
十
九
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で

正
　
　
　
　
　
　
誤

ペ
ー
ジ
　
　
段
　
　
　
行
　
　
　
　
　

誤
　
　
　
　
　
　
　
　
正
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